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○
特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
及
び
特
定
周
波
数
終
了
対
策
業
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
百
四
号
） 

 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

 

第
二
章 

無
線
局
の
区
分 

（
無
線
局
の
目
的
） 

（
無
線
局
の
目
的
） 

第
三
条 

次
条
の
無
線
局
の
目
的
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
区
分
し
、

そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
範
囲
の
無
線
局
が
該
当
す
る
も
の
と
す

る
。 

第
三
条 

（
同
上
） 

一 

電
気
通
信
業
務
用 
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十

六
号
）
第
二
条
第
六
号
の
電
気
通
信
業
務
並
び
に
同
法
第
百
六
十
四
条
第

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
電
気
通
信
事
業
を
行
う
者
が
、
電
気
通
信
役

務
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
対
地

静
止
衛
星
（
地
球
の
赤
道
面
上
に
円
軌
道
を
有
し
、
か
つ
、
地
球
の
自
転

軸
を
軸
と
し
て
地
球
の
自
転
と
同
一
の
方
向
及
び
周
期
で
回
転
す
る
人

工
衛
星
を
い
う
。）
に
開
設
す
る
無
線
局
に
あ
っ
て
は
、
本
邦
外
の
場
所

相
互
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
の
一
部
と
す
る

も
の
を
含
む
。）。 

一 

（
同
上
） 

二 

公
共
業
務
用 

人
命
及
び
財
産
の
保
護
、
治
安
の
維
持
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
公
共
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

（
第
十
一
号
の
放
送
事
業
用
の
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）。 

二 

（
同
上
） 

三 

簡
易
無
線
通
信
業
務
用 

簡
易
な
無
線
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
次
号
の
ア
マ
チ
ュ
ア
業
務
用
の

無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）。 

三 

（
同
上
） 

四 

ア
マ
チ
ュ
ア
業
務
用 

金
銭
上
の
利
益
の
た
め
で
な
く
、
専
ら
個
人
的

な
無
線
技
術
の
興
味
に
よ
っ
て
行
う
自
己
訓
練
、
通
信
及
び
技
術
的
研
究

の
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 
（
同
上
） 

五 

中
波
放
送
用 

中
波
放
送
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も

五 

（
同
上
） 
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の
で
あ
る
こ
と
（
電
気
通
信
業
務
用
の
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
以
下
第
十
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）。 

六 
短
波
放
送
用 

短
波
放
送
（
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波

監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
十
四
号
の
二
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

六 

（
同
上
） 

七 

超
短
波
放
送
用 
超
短
波
放
送
又
は
超
短
波
多
重
放
送
（
超
短
波
放
送

の
電
波
に
重
畳
し
て
、
音
声
そ
の
他
の
音
響
、
文
字
、
図
形
そ
の
他
の
影

像
又
は
信
号
を
送
る
放
送
で
あ
っ
て
、
超
短
波
放
送
に
該
当
し
な
い
も
の

を
い
う
。）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

七 

（
同
上
） 

八 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
用 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

多
重
放
送
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
電
波
に
重
畳
し
て
、
音
声
そ
の
他
の

音
響
、
文
字
、
図
形
そ
の
他
の
影
像
又
は
信
号
を
送
る
放
送
で
あ
っ
て
、

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
次
号
の
受
信
障
害

対
策
放
送
用
の
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

八 

（
同
上
） 

九 

受
信
障
害
対
策
放
送
用 

十
二
・
〇
九
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
十
二
・
二

〇
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又

は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
で
あ
っ
て
、
高
層
建
築
物
等
に
よ
る
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
の
受
信
障
害
の
解
消
を
目

的
と
す
る
放
送
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

九 

（
同
上
） 

十 

デ
ー
タ
放
送
用 

デ
ー
タ
放
送
（
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第

二
十
八
号
の
四
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し

て
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

十 
（
同
上
） 

十
一 

放
送
事
業
用 

基
幹
放
送
事
業
者
又
は
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者

が
、
放
送
事
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ

十
一 

放
送
事
業
用 

放
送
事
業
者
が
、
放
送
事
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る

た
め
に
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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と
。 

十
二 

小
電
力
業
務
用 

電
波
法
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
も
の
又
は
法
第
四
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
規
定
す
る
も

の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

十
二 

（
同
上
） 

十
三 

一
般
業
務
用 

前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

十
三 

（
同
上
） 

 
 

（
無
線
局
の
区
分
） 

（
無
線
局
の
区
分
） 

第
四
条 

法
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
無
線
局
の
区
分
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

第
四
条 

（
同
上
） 

一 

無
線
通
信
の
態
様
が
固
定
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線
局
の

目
的
が
電
気
通
信
業
務
用
で
あ
る
も
の 

一 

（
同
上
） 

二 

無
線
通
信
の
態
様
が
固
定
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線
局
の

目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

二 

（
同
上
） 

三 

無
線
通
信
の
態
様
が
固
定
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線
局
の

目
的
が
放
送
事
業
用
で
あ
る
も
の 

三 

（
同
上
） 

四 

無
線
通
信
の
態
様
が
固
定
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線
局
の

目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

四 

（
同
上
） 

五 

無
線
通
信
の
態
様
が
固
定
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線

局
の
目
的
が
電
気
通
信
業
務
用
で
あ
る
も
の 

五 

（
同
上
） 

六 

無
線
通
信
の
態
様
が
固
定
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線

局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 
六 

（
同
上
） 

七 

無
線
通
信
の
態
様
が
固
定
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線

局
の
目
的
が
放
送
事
業
用
で
あ
る
も
の 

七 
（
同
上
） 

八 

無
線
通
信
の
態
様
が
衛
星
間
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線
局

の
目
的
が
電
気
通
信
業
務
用
で
あ
る
も
の 

八 

（
同
上
） 
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九 

無
線
通
信
の
態
様
が
衛
星
間
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線
局

の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

九 

（
同
上
） 

十 
無
線
通
信
の
態
様
が
宇
宙
運
用
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線

局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

十 

（
同
上
） 

十
一 

無
線
通
信
の
態
様
が
宇
宙
運
用
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無

線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

十
一 

（
同
上
） 

十
二 

無
線
通
信
の
態
様
が
陸
上
移
動
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無

線
局
の
目
的
が
電
気
通
信
業
務
用
で
あ
る
も
の 

十
二 

（
同
上
） 

十
三 

無
線
通
信
の
態
様
が
陸
上
移
動
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無

線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

十
三 

（
同
上
） 

十
四 

無
線
通
信
の
態
様
が
陸
上
移
動
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無

線
局
の
目
的
が
簡
易
無
線
通
信
業
務
用
で
あ
る
も
の 

十
四 

（
同
上
） 

十
五 

無
線
通
信
の
態
様
が
陸
上
移
動
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無

線
局
の
目
的
が
放
送
事
業
用
で
あ
る
も
の 

十
五 

（
同
上
） 

十
六 

無
線
通
信
の
態
様
が
陸
上
移
動
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無

線
局
の
目
的
が
小
電
力
業
務
用
で
あ
る
も
の 

十
六 

（
同
上
） 

十
七 

無
線
通
信
の
態
様
が
陸
上
移
動
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無

線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

十
七 

（
同
上
） 

十
八 

無
線
通
信
の
態
様
が
陸
上
移
動
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ

て
、
無
線
局
の
目
的
が
電
気
通
信
業
務
用
で
あ
る
も
の 

十
八 

（
同
上
） 

十
九 

無
線
通
信
の
態
様
が
陸
上
移
動
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ

て
、
無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 
十
九 

（
同
上
） 

二
十 

無
線
通
信
の
態
様
が
海
上
移
動
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無

線
局
の
目
的
が
電
気
通
信
業
務
用
で
あ
る
も
の 

二
十 
（
同
上
） 

二
十
一 

無
線
通
信
の
態
様
が
海
上
移
動
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、

無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

二
十
一 

（
同
上
） 
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二
十
二 

無
線
通
信
の
態
様
が
海
上
移
動
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、

無
線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

二
十
二 

（
同
上
） 

二
十
三 

無
線
通
信
の
態
様
が
海
上
移
動
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
電
気
通
信
業
務
用
で
あ
る
も
の 

二
十
三 

（
同
上
） 

二
十
四 
無
線
通
信
の
態
様
が
海
上
移
動
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

二
十
四 

（
同
上
） 

二
十
五 

無
線
通
信
の
態
様
が
航
空
移
動
（
R
）
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
電
気
通
信
業
務
用
で
あ
る
も
の 

二
十
五 

（
同
上
） 

二
十
六 

無
線
通
信
の
態
様
が
航
空
移
動
（
R
）
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

二
十
六 

（
同
上
） 

二
十
七 

無
線
通
信
の
態
様
が
航
空
移
動
（
R
）
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

二
十
七 

（
同
上
） 

二
十
八 

無
線
通
信
の
態
様
が
航
空
移
動
（
O

R
）
業
務
で
あ
る
無
線
局

で
あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

二
十
八 

（
同
上
） 

二
十
九 

無
線
通
信
の
態
様
が
航
空
移
動
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
電
気
通
信
業
務
用
で
あ
る
も
の 

二
十
九 

（
同
上
） 

三
十 

無
線
通
信
の
態
様
が
航
空
移
動
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ

て
、
無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

三
十 

（
同
上
） 

三
十
一 

無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線

局
の
目
的
が
中
波
放
送
用
で
あ
る
も
の 

三
十
一 

（
同
上
） 

三
十
二 

無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線

局
の
目
的
が
短
波
放
送
用
で
あ
る
も
の 
三
十
二 

（
同
上
） 

三
十
三 

無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線

局
の
目
的
が
超
短
波
放
送
用
で
あ
る
も
の 

三
十
三 

（
同
上
） 

三
十
四 

無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線

局
の
目
的
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
用
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
無
線
局

三
十
四 

無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線

局
の
目
的
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
用
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
無
線
局
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に
係
る
電
気
通
信
設
備
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ

ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
●
●

●
号
）
に
よ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
る
も
の 

の
無
線
設
備
が
適
合
し
て
い
る
技
術
基
準
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等

の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
十
五
年
総
務

省
令
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
る
も
の 

三
十
五 
無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線

局
の
目
的
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
用
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
無
線
局

に
係
る
電
気
通
信
設
備
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ

ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
に
よ
る
も
の
で
あ
る
も
の 

三
十
五 

無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線

局
の
目
的
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
用
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
無
線
局

の
無
線
設
備
が
適
合
し
て
い
る
技
術
基
準
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等

の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
に
よ
る
も
の
で
あ
る

も
の 

三
十
六 

無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線

局
の
目
的
が
受
信
障
害
対
策
放
送
用
で
あ
る
も
の 

三
十
六 

（
同
上
） 

三
十
七 

無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、

無
線
局
の
目
的
が
超
短
波
放
送
用
で
あ
る
も
の 

三
十
七 

（
同
上
） 

三
十
八 

無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、

無
線
局
の
目
的
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
用
で
あ
る
も
の 

三
十
八 

（
同
上
） 

三
十
九 

無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、

無
線
局
の
目
的
が
デ
ー
タ
放
送
用
で
あ
る
も
の 

三
十
九 

（
同
上
） 

四
十 

無
線
通
信
の
態
様
が
無
線
測
位
衛
星
業
務
（
無
線
航
行
衛
星
業
務
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無

線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

四
十 

（
同
上
） 

四
十
一 

無
線
通
信
の
態
様
が
無
線
測
位
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

四
十
一 

（
同
上
） 

四
十
二 

無
線
通
信
の
態
様
が
無
線
航
行
衛
星
業
務
（
航
空
無
線
航
行
衛
星

業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ

て
、
無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

四
十
二 

（
同
上
） 

四
十
三 

無
線
通
信
の
態
様
が
無
線
航
行
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

四
十
三 
（
同
上
） 

四
十
四 

無
線
通
信
の
態
様
が
海
上
無
線
航
行
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

四
十
四 

（
同
上
） 
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あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

四
十
五 

無
線
通
信
の
態
様
が
海
上
無
線
航
行
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

四
十
五 

（
同
上
） 

四
十
六 
無
線
通
信
の
態
様
が
航
空
無
線
航
行
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

四
十
六 

（
同
上
） 

四
十
七 

無
線
通
信
の
態
様
が
航
空
無
線
航
行
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

四
十
七 

（
同
上
） 

四
十
八 

無
線
通
信
の
態
様
が
航
空
無
線
航
行
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局

で
あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

四
十
八 

（
同
上
） 

四
十
九 

無
線
通
信
の
態
様
が
航
空
無
線
航
行
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局

で
あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

四
十
九 

（
同
上
） 

五
十 

無
線
通
信
の
態
様
が
無
線
標
定
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無

線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

五
十 

（
同
上
） 

五
十
一 

無
線
通
信
の
態
様
が
無
線
標
定
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、

無
線
局
の
目
的
が
小
電
力
業
務
用
で
あ
る
も
の 

五
十
一 

（
同
上
） 

五
十
二 

無
線
通
信
の
態
様
が
無
線
標
定
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、

無
線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

五
十
二 

（
同
上
） 

五
十
三 

無
線
通
信
の
態
様
が
気
象
援
助
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、

無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

五
十
三 

（
同
上
） 

五
十
四 

無
線
通
信
の
態
様
が
気
象
援
助
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、

無
線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 
五
十
四 

（
同
上
） 

五
十
五 

無
線
通
信
の
態
様
が
地
球
探
査
衛
星
業
務
（
気
象
衛
星
業
務
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線

局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

五
十
五 

（
同
上
） 

五
十
六 

無
線
通
信
の
態
様
が
地
球
探
査
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

五
十
六 

（
同
上
） 
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五
十
七 

無
線
通
信
の
態
様
が
気
象
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、

無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

五
十
七 

（
同
上
） 

五
十
八 

無
線
通
信
の
態
様
が
気
象
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、

無
線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

五
十
八 

（
同
上
） 

五
十
九 
無
線
通
信
の
態
様
が
標
準
周
波
数
報
時
業
務
で
あ
る
無
線
局
で

あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

五
十
九 

（
同
上
） 

六
十 

無
線
通
信
の
態
様
が
標
準
周
波
数
報
時
衛
星
業
務
で
あ
る
無
線
局

で
あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

六
十 

（
同
上
） 

六
十
一 

無
線
通
信
の
態
様
が
宇
宙
研
究
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、

無
線
局
の
目
的
が
公
共
業
務
用
で
あ
る
も
の 

六
十
一 

（
同
上
） 

六
十
二 

無
線
通
信
の
態
様
が
宇
宙
研
究
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、

無
線
局
の
目
的
が
一
般
業
務
用
で
あ
る
も
の 

六
十
二 

（
同
上
） 

六
十
三 

無
線
通
信
の
態
様
が
ア
マ
チ
ュ
ア
業
務
又
は
ア
マ
チ
ュ
ア
衛
星

業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線
局
の
目
的
が
ア
マ
チ
ュ
ア
業
務
用

で
あ
る
も
の 

六
十
三 

（
同
上
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
無

線
局
の
区
分
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
を
二
以
上
組
み
合
わ

せ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
同
上
） 

 
 

 

第
三
章 

指
定
周
波
数
変
更
対
策
機
関 

 

第
一
節 

指
定
周
波
数
変
更
対
策
機
関
の
指
定
等 

（
指
定
の
申
請
） 
（
指
定
の
申
請
） 

第
五
条 

法
第
七
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
こ
の
条
に
お
い

て
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
条 
（
同
上
） 

一 

行
お
う
と
す
る
特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
に
係
る
周
波
数
割
当
計

一 

行
お
う
と
す
る
特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
に
係
る
周
波
数
割
当
計
画
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画
又
は
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
の
変
更 

又
は
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
の
変
更 

二 

名
称
及
び
住
所 

二 

（
同
上
） 

三 
特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び

所
在
地 

三 

（
同
上
） 

四 

特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日 

四 

（
同
上
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

一 

定
款
の
謄
本
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

一 

（
同
上
） 

二 

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
報
告

書
、
貸
借
対
照
表
、
収
支
決
算
書
及
び
財
産
目
録
。
た
だ
し
、
申
請
の
日

の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に

お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。 

二 

（
同
上
） 

三 

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計

画
書
及
び
収
支
予
算
書
で
特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
に
係
る
事
項
と

他
の
業
務
に
係
る
事
項
と
を
区
分
し
た
も
の 

三 

（
同
上
） 

四 

指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類 

四 

（
同
上
） 

五 

役
員
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類 

五 

（
同
上
） 

六 

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

六 

（
同
上
） 

七 

特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
ご
と
の
当
該

特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
に
用
い
る
設
備
の
概
要
及
び
整
備
計
画
を

記
載
し
た
事
項 

七 

（
同
上
） 

八 

現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類 
八 

（
同
上
） 

九 

特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載

し
た
書
類 

九 
（
同
上
） 

十 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

十 

（
同
上
） 

 
 

（
給
付
金
の
支
給
基
準
） 

（
給
付
金
の
支
給
基
準
） 
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第
六
条
の
二 

法
第
七
十
一
条
の
三
第
四
項
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
基

準
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

第
六
条
の
二 

（
同
上
） 

一 
法
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
周
波
数
又
は
空
中

線
電
力
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
無
線
局
の
免
許
人
が
当
該
無
線
局
の

周
波
数
又
は
空
中
線
電
力
の
変
更
に
必
要
な
無
線
設
備
の
変
更
の
工
事

を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。 

一 

（
同
上
） 

二 

前
号
の
周
波
数
若
し
く
は
空
中
線
電
力
の
変
更
又
は
当
該
変
更
に
伴

い
連
鎖
的
に
生
じ
る
周
波
数
若
し
く
は
空
中
線
電
力
の
変
更
が
無
線
局

の
運
用
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
無
線
設
備
の
変
更

の
工
事
を
す
る
必
要
の
あ
る
免
許
人
が
当
該
無
線
局
の
無
線
設
備
の
変

更
の
工
事
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。 

二 

（
同
上
） 

三 

前
二
号
の
周
波
数
又
は
空
中
線
電
力
の
変
更
が
受
信
設
備
（
特
定
周
波

数
変
更
対
策
業
務
を
行
う
周
波
数
割
当
計
画
又
は
基
幹
放
送
用
周
波
数

使
用
計
画
の
変
更
ご
と
に
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
運

用
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
当
該
受
信
設
備
の
設
置

者
が
そ
の
運
用
の
確
保
に
必
要
な
受
信
設
備
の
変
更
の
工
事
を
し
よ
う

と
す
る
こ
と
。 

三 

前
二
号
の
周
波
数
又
は
空
中
線
電
力
の
変
更
が
受
信
設
備
（
特
定
周
波

数
変
更
対
策
業
務
を
行
う
周
波
数
割
当
計
画
又
は
放
送
用
周
波
数
使
用
計

画
の
変
更
ご
と
に
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
運
用
を
阻
害

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
当
該
受
信
設
備
の
設
置
者
が
そ
の

運
用
の
確
保
に
必
要
な
受
信
設
備
の
変
更
の
工
事
を
し
よ
う
と
す
る
こ

と
。 

 
 


